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非営利組織における純利益測定の意義

日 野 修 造＊

はじめに

株主や投資家の意思決定に有用な情報を提供することに主眼がおかれる企業会計の分野おいて，
純利益の測定は極めて重要な会計の役割である。そしてそれは，営利企業の業績評価情報でもあ
る。しかし，非営利組織には株主や投資家が存在しないため，その意味では，純利益に関する情報
を提供しても会計の役割を果たしたとはいえない。したがって，業績評価情報にはなり得ないと考
えられる。また，非営利組織は民間であるが営利を目的としないサービス提供主体であると考えら
れるため，純利益の測定は重要視されない傾向にある。本稿では，このように考えられる非営利組
織の純利益測定の意義について考察を行う。

非営利組織が獲得した純利益の意義が明らかにされ，収益と費用の対応計算から，努力と成果を
評価することができると証明されれば，非営利組織の純利益測定に提供情報としての価値を見出す
ことができると考えられる。

ここではそのことを検証するためにまず，第1章で非営利組織の会計観を概観し，非営利組織会
計が提供すべき情報と純利益の関係について検討する。ここでの検討で，収益費用アプローチによ
る利益計算の意義が確認される。次いで第2章で，非営利組織の純利益の特徴と，純利益情報の意
思決定有用性について検討を行う。またここでは純利益の帰属先についても検討を行い，純利益が
私的財産の蓄積ではないことを確認する。この節での検討で，非営利組織の純利益は社会に帰属す
る財産であり，社会に対して提供すべき資源となることが明らかとなる。さらに第3章では，企業
会計における会計の役割を情報提供機能の観点から検討し，非営利組織会計が果たすべき役割を導
出する。その際の焦点は当期純利益計算か包括利益計算かという視点になる。つまり，収益費用ア
プローチか資産負債アプローチかということである。そして最後に第4章で非営利組織の業績評価
について検討を行う。検討の焦点は収益と費用の対応計算が努力と成果の評価情報となり得るのか
という視点になる。

本稿の目的は，純利益の意義を明らかにし，純利益情報の提供が資源提供者の意思決定に有用で
あることを証明することである。またそれは，非営利組織会計の役割としての純利益測定に意義を
持たせ，その情報を提供することが非営利組織の業績評価情報となり得ることの証明でもある。
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Ⅰ 非営利組織の会計観と純利益

1 非営利組織の会計観
藤井［2004］では「非営利組織の主要機能が，事業業績の測定にあるのか，資産と負債の実在性

にあるのかを，資源提供者の情報ニーズに即して検討することが必要である」（藤井［2004］, p.
104）と述べられている。そして FASB の会計観とアンソニーの会計観を対比して次のように述べ
られている。

アメリカの非営利組織会計は「資産負債アプローチにもとづく基準設定を指向する FASB に
よって，事業業績の測定よりも，資産と負債の実在性の表示を優先する非営利組織会計基準が設定
されてきた」（藤井［2004］, p. 104）と述べられている。これに対してアンソニーの会計観は「基本
的な立脚点は，事業業績の測定を会計の主要機能とする彼の会計観にある。アンソニーは，事業活
動に対する寄附（事業取引）と資本に対する寄附（資本贈与取引）を主張している」（藤井［204］,
p. 101）と述べられている。そして，「アンソニーが拠って立つ会計観は『収益費用アプローチ』
であり，FASB が拠って立つ会計観は『資産負債アプローチ』である」（藤井［2004］, p. 101）と両
者の違いが述べられている。次章でも検討するが，この違いは調和不能なものである。

そこで，資源提供者の情報ニーズ，すなわち提供すべき情報に照らして，いずれの会計観が適し
ているか，検討してみることにする。

2 収益費用アプローチと資産負債アプローチ
⑴ 2つの利益測定観
FASB は財務会計上の期間利益について，「財務諸表において伝達される情報の焦点」（FASB

［1976］, par. 4）であると述べている。そしてそれは「営業活動から生じるキャッシュフローの期間
配分によって計算され，純利益は企業の期間業績の尺度であると一般に解されている」（大日方

［2002］, p. 375）。つまり，純利益は会計情報の主役であり，企業の財務業績の評価尺度であるとい
うことである。

しかしそうであるにもかかわらず，「利益測定のあり方をめぐってこれまでに多くの議論や論争
がなされてきた」（藤井［1997］, p. 40；FASB［1976］, par. 10）。藤井［1997］では利益の測定法に
ついて，FASB の 1976 年討議資料に基づき次のように述べられている。「利益は，『一期間（すな
わち二時点間）における企業の正味財産または資本の増減額』（par. 30），あるいは『当該期間に
おける収益と費用の差額』（par. 30）の，いずれかとして測定される」（藤井［1997］, p. 40）。前者
が資産負債アプローチであり，後者が収益費用アプローチである。FASB は，「もし利益計算書と
財政状態表が『連携』しているならば，これら2つの利益測定は同一の測定プロセスに属し，企業
の収益・費用差額は同時に，当該企業の正味財産または資本の増加額をなす」（FASB［1976］, par.
31；藤井［1997］, p. 40）と述べられている。同一のプロセスと前置きされているということは，裏
を返せば損益計算書と貸借対照表が連携していない場合があるということである。

⑵ 収益費用アプローチ
収益費用アプローチの下では「企業の達成した成果としての収益とそれを達成するために費やさ

れた努力（犠牲）としての費用が，期間的に「対応」させられることによって，その差額としての
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利益が算定」（徳賀［2002］, p. 148）される。そして，その算定結果が，貸借対照表の純資産（資
本）に加えられる。いわゆるクリーンサープラス関係が成立している状態である。この関係性の意
義や重要性は，かつての Paton and Littleton［1940］の中でも指摘されている。それは健全な資本
市場における資本の動きについて述べたもので，「収益力についての信頼しうる情報は，資本が有
能な者の手中に流入し，また不要産業から流出する事に対して重要な助けとなり得る」（Paton and
Littleton［1940］, p. 3；奥村［2014］, p. 20）という指摘である。これを非営利組織に当てはめると，

「サービス提供資源獲得についての信頼しうる情報は，サービス提供資源の活用能力に長けた者の
手中に流入し，また不要なサービス提供を行う者からの流出に対して重要な助けとなり得る」と置
き換えられると考えられる。つまり，非営利組織が利益を獲得し，その利益をサービスの提供のた
めに精一杯努力し，消費・支出していることが信頼しうる情報として提供されれば，資源提供意思
決定に有用であるということになる。

⑶ 資産負債アプローチ
資産負債アプローチの下では，「利益は1期間における企業の富または正味資源の増加分の測定

値であると理解されており，正の利益要素である収益は，資産の増加および負債の減少に基づい
て，負の利益要素である費用は資産の減少および負債の増加に基づいて定義される」（徳賀

［2002］, pp. 150-151）そして，「企業活動の目的はその富を増大させることであり，企業が所有す
るストックの変動を捉えることが，企業活動を把握する際の最善かつ唯一の証拠となるという」

（徳賀［2002］, p. 151）１)。このような資産負債アプローチによる会計観を後押ししたのは，時価評
価を取り入れた企業価値評価の議論である。この点について辻山［2002］では，時価評価や企業価
値評価は「資産負債の原価評価のルールが企業実体のディスクロージャーの透明性を損なわせてい
るという議論」（辻山［2002］, p. 349）など，「貸借対照表そのものの情報価値を改めて問う世論を
バックにしているといっても過言ではない」（辻山［2002］, p. 349）と述べられている。しかし辻山

［2002］では「金融商品の時価評価が国際的な潮流になるなか，時価会計という言葉が時代のキー
ワードとして一人歩きをはじめている」（辻山［2002］, p. 349）と指摘されている。また辻山

［2002］では会計の役割には，予測価値とフィードバック価値があるとした上で，「資産・負債の時
価がいかに正確に測定されようとも，企業価値評価において利益情報が果たしている上述の役割２)

を，時価による純資産簿価が代わって担うことはできないのである」（辻山［2002］, p. 351）と指摘
されている。やはり，努力と成果の対応計算の結果として純利益情報が提供されることにこそ価値
があるということである。

これらの資産負債アプローチに関する議論の根底にあるのは，企業価値評価や金融商品の時価評
価問題である。ひるがえってこの問題を非営利組織会計の領域に転じて考えてみる。この領域にお
いて，組織価値や，組織が有する金融商品の時価評価を議論する意義がどれだけあるだろうか。非

1) 資産負債アプローチについて，徳賀［2002］では「AAA［1957］，FASB の 1976 年討議資料以前に，Moon-
its & Sprouse［1961］，および AICPA［1970］などにその萌芽的見解が検出されることが指摘されている（p.
150）。

2) ここでいう上述の役割については，本文では記述していない。辻山教授がいう上述の役割とは，ゴーイングコ
ンサーンとしての真価を問うものであり，それは利益を「事業活動を通して獲得された超過利益の価値によって
決定」（p. 351）するという役割を指している。
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営利組織は，利益追求目的で資源を提供しない資源提供者に支えられている。それら資源提供者が
必要とする情報は，非営利組織の組織価値情報ではなく，提供するサービスに関する情報である。
すなわちサービス提供継続能力，財務的弾力性，受託責任遂行状況，および財務業績である。この
点については日野［2018］・［2019a］・［2020］等で検討をしているので，そちらを確認していただ
きたい。これらの情報は，アンソニー会計概念，FASB 非営利組織会計概念・基準，JICPA 非営
利組織会計概念・基準等の検討により導出した結論である。また，非営組織に提供された資源は，
公益目的のために提供されたものである。その資源を金融資産として運用することには慎重になら
なければならない。この点について田尾・吉田［2019］では，これらの資源は「より確実にその目
的どおりに使われるべきであり，利益を目的とする投機と同じリスクを負うべきではない」（田
尾・吉田［2019］, p. 174）と述べられている。したがって，資産負債アプローチを後押しした2つ
の議論（企業価値評価・金融商品の時価評価）は，非営利組織会計にとっては重要な論点ではない
と考えられる。

3 非営利組織会計が提供すべき情報
非営利組織が情報ニーズに応えるために提供すべき情報については，前述の通り日野［2018］・

［2019a］・［2020］等で検討を行っている。その結果，①サービス提供継続能力，②財務的弾力性，
③受託責任遂行状況，および④財務業績を評価できる情報であることが明らかとなっている。非営
利組織の業績評価は，この4つの観点から行うことになる。まず，それぞれの情報を提供するため
に必要な，または重要な組織としての財務的取組みについて考察しておく。

①サービス提供継続能力については，資源の確保が重要だと考えられる。資源を獲得しそれを確
保しておかないとサービス提供はできない。資源の調達と確保のためには，各年度においてサービ
ス提供を行うための資源を獲得しておくことが必要であろう。そして，その資源を将来のサービス
提供のための資源として確保しておかなければならないであろう。また，組織自体が存続しないと
サービスの提供は行えないので，基盤となる資源も確保・保持し続けなければならないであろう。

②財務的弾力性については，組織が自らの意志で存分に使命を果たすためには，自由に使用でき
る資源を確保しておく必要があると考えられる。

③受託責任については，資源提供者の提供資源に対する拘束や，制度的・法的拘束に従って，資
源を運用するという責任を果たさなければならない。

④財務業績については，努力と成果の対応計算を可能にし，評価できる財務諸表が必要である。
仮に非営利組織にとっての純利益（収益費用差額）を財務業績指標と仮定すると，その留保額（獲
得額）は将来のサービス提供資源の確保となるであろう。ただし，非営利組織は収支差額である純
利益を獲得し，将来のサービス提供に備える必要があると考えることの正当性が認められる必要が
ある。

4 純利益の獲得とサービスの提供
非営利組織が利益を蓄えることに対する批判は多い。しかし，純利益を確保した上で，その確保

した資源を使用してサービスの提供を行うのであれば，謂われなき批判である３)。考えてみていた
だきたい。業績を評価するための観点，すなわち非営利組織が提供すべき情報には4つ有り，その
うちの1つが収益・費用計算とその評価である財務業績である。そして残る3つの内の2つに注目
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する。それは①サービス提供継続能力と②財務的弾力性である。これら3つの情報はすべて純利益
と関係がある。

獲得した純利益はサービスを提供するための資源確保となるため，①サービス提供継続能力を高
める効果が期待できる。また獲得した利益は組織の使命を果たすために自由に使用できる資源とな
るため，②財務的弾力性を高める効果が期待できる。つまり純利益の測定は4つのうちの3つの評
価情報（提供すべき情報・情報ニーズ）に関係する財務情報で有り，純利益の獲得は非営利組織が
一定の評価を得るための重要な活動といえると考えられる。しかし，更なる検討が必要である。こ
こまでの検討をまとめると，図表1のようになる。

①サービス提供継続能力
②財務的弾力性
③受託責任
④財務業績

提供すべき４つの情報

財務的弾力性

自由に使用できる
資源の確保

社会に対する受
託責任の遂行

サービス提供継続能力 受託責任

業績評価

財務業績

拘束に従った
資源の運用

純利益の稼得
↑

（将来のサービス
提供資源の確保〉

資源の確保
・各年のサービス提供資
源の確保
・将来のサービス提供資
源の確保
・基盤となる資源の確保

出所）筆者作成。

図表1 業績評価と財務情報

5 サービス提供資源処分計算書
非営利組織が利益を貯め込み私腹を肥やし，使命であるサービスの提供を疎かにしているという

批判を浴びないためには，明確な説明が必要である。かつて営利企業の会計には，利益処分計算書
というものがあった４)。これは，企業が獲得した利益をどのように処分するか（使用するか）を計
画・開示する計算書であり，株主総会に案として提示されていた。未処分利益（繰越利益剰余金）
の処分は，社外流出分と社内留保分に分けられる。前者は配当・役員賞与などであり，後者は準備
金・積立金・繰越利益剰余金などである。後者の社内留保は，将来のための資源確保である。

非営利組織が獲得した留保利益をサービスの提供に使用するという計画を，財務諸表として開示
すれば，上記の誹りは回避できると考えられる５)。つまり，財務情報利用者は，その組織の過去の
活動実態に照らすことで提供された財務諸表を評価することができる。この財務諸表と実際のサー
ビス提供活動如何では，大きな信頼を得ることができると考えられる。

ここでは前述の計算書を「サービス提供資源処分計算書」と仮称し，その内容と形式の案を図表
2として示す。

3) 石津［2018］では，非営利組織がこのような批判を受けているため，財源確保の正当性を評価できる会計シス
テムが必要であることが論述されている（p. 71）。

4) これは 2006 年の会社法施行により株主資本等変動計算書に整理統合されたが，この計算書は処分した利益を
後付けで説明するものである。これは新会社法で剰余金の配当がいつでもできるようになったためである。しか
しかつては，利益処分計算書は処分案として，株主総会に提出されていた。

5) この点について石津［2018］では，「再投下目的留保」として拘束を付ける提案がなされている（pp. 73-75）。
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図表2 サービス提供資源処分計算書の内容と形式（案）

サービス提供資源処分計算書

純利益（サービス提供資源）
次年度のサービス提供（一時拘束）

プログラム A
プログラム B
プログラム C

将来のサービス提供（一時拘束）
3年後の国際大会

組織の基盤維持・強化（永久拘束）
処分額合計
処分残高（非拘束）

30,000
20,000
10,000

100,000

60,000

20,000
10,000
90,000
10,000

出所）筆者作成。

図表2では，当期に獲得した利益を 10 万円と仮定している。そして，次年度に計画しているプ
ログラム A～C に合計で6万円のサービス提供を行うように計画していることが分かる。これは一
時拘束としているが，直ちにサービス提供のために使用されるため，非拘束と考えることも可能で
あろう。また，図表2では，3年後に開かれる国際大会に備えて，将来のサービス提供資源として
2万円を留保しておくことを計画していることが分かる。さらにこの組織は，サービスの提供を長
期的に行うための財務基盤として1万円を組み入れることを計画していることが分かる。結果とし
てボトムラインの1万円は非拘束となり，組織の使命を果たすために自由に活用する資源と解釈さ
れることになる。このように考えると収益費用アプローチによる利益計算に意義があることが認め
られる６)。

しかし，それでも非営利組織が純利益を上げることへの批判や，非営利組織会計には純利益概念
は必要ではないといった考えを否定し，払拭するにはまだ不十分かも知れない。そこで次に，非営
利組織のサービス提供資源と純利益の関係，およびそれらの情報を提供することの有用性について
検討してみることにする。

Ⅱ 非営利組織の純利益と情報の有用性

1 非営利組織の純利益の特徴
非営利組織の収入と支出に着目すると，ある年に多額の収支差額残高を記録し，その後，数年収

支差額残高のマイナスが続く組織が目立つ。中には，収支差額がゼロ前後で推移している組織もあ
るが，プラスとマイナスを繰り返すという現象が数多く見受けられる。その様子を示したものが図
表3である。この図は福岡市が管轄する 2009 年度～2018 年度の 10 年間の認定 NPO 法人5団体の
収支差額（純資産の増減額）の推移を示したものである。厳密な意味では異なるが，非営利組織の
純利益の推移を示したものである。調査に際し，認証が最も古いものから 50 の組織（1999 年4月
～2002 年3月）を抽出した。そしてその中からさらに 20 の組織を単純無作為に抽出し，福岡市に

6) 松原［2020］では，オランダの非営利組織会計が紹介されている。そこでは，非営利組織の利益は「営利組織
の利益とは異なり将来のコストである」として，当該年度に生じた差額が損益計算書の末尾に，将来のコストに
備えて別途積み立てる方式が採られていることが述べられている（pp. 119-120）。
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情報公開請求を行った。50 団体すべての過去 10 年間の書類となると膨大なものとなるため，福岡
市との協議で 20 団体とした。

20 団体すべてをグラフ化すると数が多く分かりづらい。また規模もぞれぞれ異なるため，同一
のグラフで表示するのは困難である。したがって，図表3は，20 団体個別に黒字と赤字の差額を
求め，それを降順にソートし，その中間層の5団体を抽出しグラフ化している。これはどの層のレ
ベルで抽出してもほとんど同じようなグラフの形状を示す。なお，20 団体のデータは最後に資料
として添付している。ほとんどすべての組織が赤字と黒字を繰り返していることが分かる。

この調査の結果から，非営利組織の財務活動（財務サイクル）を類型化すると，次のような類型
化が可能である。

類型1・・・・複数年度利益獲得・複数年度サービス提供型
類型2・・・・複数年度利益獲得・単数年度サービス提供型
類型3・・・・単数年度利益獲得・複数年度サービス提供型
累計4・・・・単数年度利益獲得・単数年度サービス提供型
累計5・・・・安定利益獲得・サービス提供型

累計1は，複数年かけて利益を獲得し，その利益を複数年に分散させて消費・支出していく組織
である。累計2は，複数年かけて利益を獲得し，それを単年度で，消費・支出する組織である。累
計3は，単年度に多額の利益を獲得し，それを複数年度に分散させで消費・支出する組織である。
累計4は，単年度に多額の利益を獲得し，単年度でそれを消費・支出する組織である。累計5は，
毎年度安定した利益を獲得している組織である。ただし，これには蓄積型と損益分岐型がある。前
者は資源を貯め込んで行く組織である。後者は純利益ゼロに近似した数値で推移する組織である。
今回調査した 20 団体の内，前者に該当する組織が1団体だけあった。他はすべて，赤字と黒字を
繰り返す組織であり，上記累計の組み合わせで活動している組織であった。例えば，前半の年度は
累計1を示し，後半の年度は累計4を示すという財務活動が見受けられる組織などである。

（3,000,000）

（2,000,000）

（1,000,000）

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

収支差額（純資産の増減）

会 計 年 度

収
支
差
額

出所）福岡市に情報公開請求を行い，筆者作成。

図表3 NPO 法人の収支差額（純資産の増減）の推移

これらの組織は，純利益を獲得し，その純利益を次年度以降のサービス提供に使用しているので
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ある。例えば，決算直前に，拘束がない寄付を受け取ればそれは次年度のサービス提供に消費・支
出されるであろう。つまり，過去に蓄えた利益と当該期間に獲得した収益を資源として組織運営を
行っているのである。したがって，活動計算書は，過去の年度の純利益（剰余金）と当該年度の収
益との合計から，費用合計を差し引いた残高を純利益として計算した方が，収益獲得努力とサービ
ス提供の成果を正しく計算できると考えられる。

純損失が生じているのは，過去に蓄積された純利益を使用してサービスの提供を行ったことが報
告されていないからである。非営利組織は純利益を確保することによって先の見通しが立つのであ
る。よって，非営利組織はサービス提供資源を確保するために純利益を稼得すると考えられる。

企業会計の目的は純利益を明らかにし，利用者の意思決定に有用な情報を提供することであると
いわれる。それは非営利組織にも当てはまるのだろうか。次に純利益の測定と意思決定有用性につ
いて考えて見ることにする。

2 純利益と意思決定有用性アプローチ
会計の役割についてかつて岩田［1955］では，管理計算機能としての財産保全機能（管理中心主

義）と価値計算機能としての損益計算機能（決算中心主義）があると述べられていた（岩田
［1955］, pp. 8-9）。そしてその後 1960 年代以降は利害調整機能と情報提供機能が台頭してきた。と
りわけ 1980 年代後半からは，意思決定有用性アプローチが強調され，情報の信憑性がやや後退し
たようである（渡邉［2016］, p. 35）。さらに近年「IFRS や IASB あるいは AAA の一部の研究者を
中心に情報提供機能と並んで，資本主の受託責任（会計責任）を果たす役割の重要性が再認識され
てくる」（渡邉［2016］, p. 35）ようになった。それは「明確に説明責任が果たせる情報こそが真に
有用な情報になる」（渡邉［2016］, p. 35）という考えからである。そして渡邊［2016］では，「会計
の役割は，単なる意思決定に有用な情報を提供することだけではなく，経営者が株主に説明責任を
果たすことのできる受託責任で有り，この役割を忘れては，会計は，存立しない」（渡邉［2016］,
p. 35）と述べられている。そして渡邉［2016］では，次のような問いかけがなされている。

意思決定有用性とは，「誰の意思決定に有用なという意味なのか」という問いである。それは主
として，株主や投資家の意思決定に有用なという意味だと思われる。しかし非営利組織には株主や
投資家はいない。存在するのは，寄付者や支援者（投資利益を期待しない支援）である。「株主に
説明責任を果たす」を言い換えると，「寄付者や支援者に説明責任を果たす」ということになる。

企業の利益や財産は誰のものかというと，それは株主（所有者）のものであると一般的に解釈さ
れている。それでは非営利組織の利益や財産は誰のものかと問われると，それは寄付者や支援者の
ものと応えられるであろうか。所有者がいないため公的なものと考えると，社会のものと考えられ
そうである。そこで先ほどの文言を言い換えると「社会に対する説明責任を果たす」ということに
なる。すなわち，社会の財産は社会に還元しなければならないものである。非営利組織が利益を獲
得した場合，それは社会の利益であり，社会の利益は社会に還元することになる。したがって，獲
得した利益はサービス提供資源処分計算書により，社会還元計画を立てる必要があると考えられ
る。そしてそのようにして提供された情報は，非営利組織の財務情報利用者の意思決定に有用な情
報となり得るであろう。なぜなら資源提供者の究極的な資源提供目的は社会貢献であると考えられ
るからである。
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3 非営利組織の純利益の帰属先
ここでは，認定 NPO 法人，公益法人および医療法人が解散した場合の財産の帰属先を検討する

ことで，純利益の帰属先を考えることにする。そしてそのことによって，非営利組織が獲得した純
利益は社会の利益であるといえるかどうかを検証する。

⑴ 認定 NPO 法人の財産の帰属先
特定非営利活動促進法の第 32 条には，「解散した特定非営利法人の残余財産は，合併及び破産手

続き開始の決定による解散の場合を除き，所轄庁に対する清算完了の届出の時において，定款で定
めたところにより，その帰属すべきものに帰属する」とされている。また規定が無い場合について
は「清算人は所轄庁の認証を得て，その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができる」と
なっている。

そして，定款に定める帰属先の例として，第 11 条3項において，国・地方公共団体・公益社団
法人・公益財団法人・私立学校法第3条に規定する学校法人・社会福祉法第 22 条に規定する社会
福祉法人，更生保護事業法第2条第6項に規定する更生保護法人が挙げられている。いずれも社会
に対しサービスを提供する組織である。したがって，特定非営利活動法人（認定 NPO 法人）の純
利益の帰属先は社会であるといえる。

⑵ 公益社団法人・公益財団法人の財産の帰属先
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の第 139 条には，解散した場合における残余財産の

帰属先について「定款の定めがあるときは，定款の定めによる」，または「定款の定めがないとき
は，社員総会の決議により定める」とある。さらに決まらない場合の規定として，そのときは「国
庫に帰属する」とある。定款に定めがなく，社員総会でも決議することができない場合は，最終的
に国のものとなるということである。それでは定款に定める組織とはどのような組織であろうか。
日本公証人連合会７)が示す定款例８)には「この法人が清算をする場合において有する残余財産は，
評議員会の決議を経て，認定法第5条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与す
るものとする」（一般財団法人の定款記載例，p. 12）と示されている。

ここでいう認定法とは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（公益社団・財団認
定法と略称する）である。その第5条第 17 号には，「第二十九条第一項若しくは第二項の規定によ
る公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合（その権利義務を承継
する法人が公益法人であるときを除く。）において，公益目的取得財産残額（第三十条第二項に規
定する公益目的取得財産残額をいう。）があるときは，これに相当する額の財産を当該公益認定の
取消しの日又は当該合併の日から一箇月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは次に
掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する旨を定款で定めているものであること」と記さ
れている。そして，定款に掲げる組織等の例として，次のイ～トが挙げられている。

イ 私立学校法（昭和二十四年法律第二百七十号）第三条に規定する学校法人

7) 日本公証人連合会とは，公証人及び公証人会が集まって設立された全国組織である。1950 に設立された日本
公証人協会を前身とする組織で，公証人は強制的に加入しなければならない団体である。

8) http://www.koshonin.gr.jp/format
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ロ 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第二十二条に規定する社会福祉法人
ハ 更生保護事業法（平成七年法律第八十六号）第二条第六項に規定する更生保護法人
ニ 独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人
ホ 国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する国立大学法人又は同

条第三項に規定する大学共同利用機関法人
ヘ 地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項に規定する地方独立行政法

人
ト その他イからヘまでに掲げる法人に準ずるものとして政令で定める法人
これらが定款に掲げる組織等である根拠は更に，同法第5条第 18 号にある。そこでは「清算を

する場合において残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは前号イからトまでに掲
げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させる旨を定款で定めているものであること」と記さ
れている。ここでも帰属先は公的機関や国である。したがって，純利益は社会に帰属するといえる。

⑶ 医療法人の財産の帰属先
医療法人法第 56 条（解散時の残余財産の帰属処分）において，「解散した医療法人の残余財産

は，合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか，定款又は寄附行為の定めるところ
により，その帰属すべき者に帰属する」と規定されている。そしてさらに「前項の規定により処分
されない財産は，国庫に帰属する」とある。つまり最終的な帰属先は国となっている。また，医療
法人には財団法人と社団法人があることから，定款で帰属先を定める場合は，前述の公益社団・財
団認定法第5条第 17 号の規定を受けることになる。すなわち，定款で指定可能な帰属先は，学校
法人，社会福祉法人，更生保護法人，独立行政法人，国立大学法人，地方独立行政法人などであ
る。やはり医療法人の純利益の帰属先も社会であるといえる。

すべての非営利組織について検討したわけではないが，以上のことから非営利組織が稼得した純
利益は社会に還元するためのサービス提供のための資源と解釈できるであろう。そしてそのこと
は，社会にその資源を還元する計画を立てて，その計画に従った資源の運用を確実に実施すること
が，非営利組織に与えられた，または期待された使命であることを意味する。非営利組織は社会に
還元するための資源として純利益を獲得する努力をすることが期待されるのである。還元しなけれ
ばその使命を果たしていない組織となり，存在意義を失い，社会的な批判も浴びることになるであ
ろう。したがって，非営利組織の財務情報利用者にとっても純利益に関する情報は意思決定に有用
な情報となり得るであろう。

換言すると，財務情報利用者にとって，純利益情報とサービス提供資源処分計算書による情報
は，社会のために利益を獲得し，社会のために奉仕するという非営利組織の覚悟の程を評価できる
情報であるといえる。そしてその評価結果により財務情報利用者は資源提供意思決定を行うことが
できると考えられる。

Ⅲ 非営利組織会計の役割

前章において，純利益に関する情報を伝達することが非営利組織の財務情報利用者の意思決定に
有用であるといえることが確認された。ここでは更に，純利益測定の重要性を探るために，会計の
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役割について情報提供機能の観点から検討を行うことにする。

1 企業会計の役割と情報提供機能
企業会計の主な役割として，受託責任（説明責任）を果たす機能以外に，利害調整機能と，情報

提供機能が挙げられる。山口［2017］では「会計の基本的な機能としては，利害調整と情報提供を
あげることが可能である」（山口［2017］, p. 125）とした上で，「利害調整機能と情報提供機能のう
ち，会計の持つ情報提供機能に対する期待と強調が，1960 年代中頃から見られることとなる」（山
口［2017］, p. 125）と述べられている。この点については前節で述べた渡邉［2016］の見解と一致
するところである。

山口［2017］が指摘するように，会計の役割には受託責任の解除・利害調整・情報提供などがあ
るが，近年の傾向としては情報提供機能が強調されている。しかし渡邉［2016］では，これら会計
の役割は情報提供機能に一括できることが述べられている。渡邉［2016］では「単に提供する情報
の目的，あるいは力点の相違にあるに過ぎない」（渡邉［2016］, p. 36）と述べられている。また，
渡邉［2016］では「提供する情報の信頼性を第一とするか，それとも株主への有用性を第一とする
かによって，情報提供機能が二つに分けられるだけのことである」（渡邉［2016］, p. 36）と述べら
れている。つまり，受託責任を解除するのも，利害調整を図るのも，情報を提供することによって
果たすことができる機能である。そしてその際，信頼性と有用性のどちらに重きを置くかの2つの
側面から情報提供機能を考えるべきであると考えられる。

渡邉［2016］で述べられている企業会計の役割は次の通りである。「会計の役割は，厳密に捉え
るならば，損益計算と情報提供機能である」（渡邉［2016］, p. 36）と考えられる。そして「その上
で，後者をさらに受託責任を果たすための信頼性を基軸に据えた情報機能と有用性を基軸に据えた
情報提供機能の二つに分類するのが妥当である」（渡邉［2016］, p. 36）。つまり「会計の本来的な第
一義的機能は，継続記録にもとづく損益計算であり，情報提供機能は，そこで算出された利益情報
を利害関係者に提供するところにある」（渡邉［2016］, p. 36）。

1960 年代から情報提供機能が強調され今日に至っているが，更に近年になると2つの情報提供
機能の基軸（信頼性・有用性）のうち，有用性が過度に重視される傾向にある。またそこでは，会
計が情報提供機能を果たすためには，損益計算が重要な役割を占めているといえる。つまり損益計
算が株主の投資意思決定９)に大きな影響を及ぼすからである。ただしこれらの傾向は企業会計の傾
向である。次にこの傾向に非営利組織会計を当てはめて考えてみることにする。

2 非営利組織会計の役割と情報提供機能
図表4は，会計の役割を2つの側面から分類して見たものである。まず損益計算機能があり，そ

れが信頼性を重視するか，有用性を重視するかにより当期純利益計算と，包括利益計算に別れる。
そしてその利益情報開示が取引事実に基づいた信頼性基軸情報と，見積もりによる将来キャッシュ
フロー情報に基づいた有用性基軸情報に別れることになる。

9) 意思決定といった場合，企業会計では主に投資意思決定である。これに対して非営利組織会計では主に，資源
配分意思決定であると考えられる。
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損益計算機能
非
営
利
組
織
会
計
の
役
割

近
年
の
企
業
会
計
の
役
割

当期純利益計算
（信頼性重視）

包括利益計算
（有用性重視）

情報提供機能

信頼性基軸情報
（取引事実重視）

有用性基軸情報
（見積もりによる将来
キャッシュフロー重視）

出所）渡邉［2016］, p. 37 図表1を基に筆者作成。

図表4 会計の役割とその分類

非営利組織の財務情報利用者は，非営利組織が調達した資源を有効活用しているかという情報を
求めていると考えられる。つまり，取引事実に基づいた信頼性を基軸とした情報提供を志向すると
考えられる。そもそも有用性のある情報とは株主や投資家の投資意思決定に有用な情報だと解釈さ
れる。非営利組織への資源提供者は投機的目的で資源を提供するわけではない。提供の目的は非営
利組織がサービス提供を行うための資源を提供し，社会に貢献することであろう。組織の将来
キャッシュフローがもたらす，自分自身への見返りを期待していない。したがって，非営利組織会
計の役割は，信頼性を基軸とした情報提供機能を果たすことである。そして，非営利組織会計にお
ける損益計算は，社会に対し提供できるサービス資源を獲得し，それをサービス提供のために使用
しているかどうかを測定するものである。それは，決して利益を獲得することだけで終わるもので
はない。その獲得した資源を如何に社会還元するかが問われるのである。非営利組織会計にはそこ
までが求められると考えられる。

3 市場経済の推移と非営利組織会計
武田［2001］では，プロダクト型市場経済からファイナンス型市場経済に推移し，それに伴いプ

ロダクト型会計理論からファイナンス型会計理論に移行した（武田［2001］, pp. 4-6）ことが述べ
られている。またそれはサービス提供型経済からファイナンス型市場経済に推移し，それに伴い
サービス提供型会計理論からファイナンス型会計理論に移行したと言い換えることができるであろ
う。非営利組織はサービス提供型であり，その会計はサービス提供型会計である。決してファイナ
ンス型会計に変貌することはないと考えられる。

山口［2017］では「プロダクト型会計理論は生産・流通市場の側面，ファイナンス型会計理論で
は，金融（信用）市場の側面が重視されている」（山口［2017］, p. 124）と述べられている。そして
その結果として，「収益・費用アプローチに基づく会計観がプロダクト型会計理論に，資産・負債
アプローチに基づく会計観はファイナンス型会計理論に関連する」（山口［2017］, p. 124）と述べら
れている。つまりこの記述に従えば，プロダクト型（サービス提供型）の非営利組織は，サービス
の生産・流通，すなわちサービス提供の側面が重視される会計ということになり，結果として，収
益・費用アプローチに基づく会計観に結びつくということになる。これは先の藤井教授が指摘する
アンソニーの会計観となる。とはいえ，非営利組織が有する資産や負債に関する情報も，受託責任
の観点から重要である。したがって，資産・負債アプローチも会計観としては根強いものがあると
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考えられる。しかし，ここで言いたいのは，非営利組織の活動がサービスの提供と，サービスの提
供を行うための資源獲得であれば，収益・費用アフローチの方が適切に機能するということである。

以上のように考えると非営利組織会計に求められる会計観は，収益・費用アプローチに基づいた
クリーンサープラス関係が成立する会計だと考えられる。なぜなら，非営利組織会計はプロダクト
型会計であり，信頼性を基軸とした情報を提供する会計でなければならないからである。したがっ
て，非営利組織会計にとっても純利益測定は会計の重要な役割と言えると考えられる。

Ⅳ 非営利組織の業績評価

1 非営利組織会計混迷の要因
非営利組織会計の混迷を論究した長谷川［2012］では，「企業の財務会計情報の目的は，企業の

利害関係者とりわけ投資家の意思決定に有用な情報の提供として共通の理解が得られている」（長
谷川［2012］, p. 122）と述べられている。そして，これに対して「非営利組織会計情報の目的は必
ずしも明確に意識されず，どのような利害関係者に向けての会計情報なのか混乱が生じている」

（長谷川［2012］, p. 122）と述べられている。企業会計の分野でいう投資家の意思決定に有用な情報
には，前節で検討したように損益計算の結果たる利益が挙げられる。つまり会計の目的や役割は損
益計算を行うことで純利益を明らかにし，その情報を投資家や債権者に開示することにあると考え
られている。そして，非営利組織会計に対する世間一般の混迷は，この企業会計でいう会計の目的
や役割を暗黙裏に非営利組織にも当てはめようとして，それが当てはまらないことから生じている
ように思われる。

非営利組織会計の目的や役割は，「損益計算（収益・費用の差額計算）により純利益を明らかに
し，資源提供者の意思決定に有用な情報を提供することである」という共通理解が得られれば，非
営利組織会計の混迷の解消が期待できる。意思決定有用性と財務情報利用者については，意思決定
有用性アプローチが一般的承認を得ていること，非営利組織の主な財務情報利用者は資源提供者で
あることが藤井［1997］（p. 69）や日野［2016］（pp. 80-81）などの研究，あるいは FASB や JIC-
PA などの研究で明らかにされている。そして，純利益の意義はこれまでの検討で明らかにしてき
た。したがって，非営利組織会計の目的・役割は，「損益計算により，資源提供者の意思決定に有
用な情報を提供すること」といえると考えられる。

次項以下で，更に非営利組織の損益計算における純利益の意義を確定的なものとするために，努
力と成果による非営利組織の業績評価について検討を行う。

2 非営利組織の努力
営利企業の努力は費用で，成果は収益であるといわれる。非営利組織はそれが逆だと考えられ

る。つまり，収益が努力で，成果が費用である。なぜそのように考えられるのか，まずここでは努
力である収益について述べることにする。

FASB は「資源を提供する人々と非営利組織体が提供する財貨または用役から効益を得る人々と
は，同一の個人または集団ではないことがある」（FASB［1980］, par. 18；平松・広瀬［2002］, pp.
167-168）と述べている。このようなケースは，NPO 法人などのサービス提供型の組織によく当て
はまる状況である。しかし，受益者から医療報酬を受け取る医療法人も受益者以外の組織や個人か
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ら補助金や寄付金を受け取る。したがって程度の差こそあれ，ほとんどの非営利組織に当てはまる
状況だといえる。そうなると「いかにその活動ぶりをアピールし，支持を獲得するかが非常に重要
な課題となる」（田尾・吉田［2019］, p. 176）。

したがって，田尾・吉田［2019］では「本来の事業にかける時間や費用を多少削ってでも，より
多くの支持を獲得する努力がなされなければならない」（田尾・吉田［2019］, p. 176）と述べられて
いる。そして結果として，「支持獲得の努力が実れば，本来の事業にかけることができる資金を増
やせるのである」（田尾・吉田［2019］, p. 176）と述べられている。つまり，資金調達のための努力
をしなければならないということである。

それでは，非営利組織が経営を続けるための努力，すなわち経営戦略とはいかなるものかについ
て考えて見る。

非営利組織の経営戦略について，石崎・成道・松葉［2010］では，「組織の事業範囲，事業範囲
が確定した場合に達成されるべき組織目標，組織目標を達成するための経営資源展開という3つの
事項に関する決定である」（石崎・成道・松葉［2010］, p. 198）と述べられている。つまり，非営利
組織の経営戦略は，事業範囲の確定，組織目標の立案および経営資源の調達からなる一連の行為で
あると考えられている。この内の会計の役割は，事業の範囲と目標が定まった後の，資金調達を担
当することになるであろう。この点について石崎・成道・松葉［2010］では，「組織の事業範囲が
決定された後，組織が達成すべき組織目標が決定される。この組織目標達成のために，安定した資
金調達をするためにどうすべきかという戦略課題が明確になる」（石崎・成道・松葉［2010］, p.
200）と述べられている。さらに「組織目標を達成させるための必須要件として資金の獲得が，最
重要課題となる」（石崎・成道・松葉［2010］, p. 200）と述べられている。これらの記述から判断す
ると，資金調達は経営努力といえると考えられる。

また，非営利組織の経営について論じた小島［2002］では，①競争戦略，②革新戦略，③効率戦
略および④協調戦略の4つが非営利組織の経営戦略として挙げられている（小島［2002］, p. 196）。
①競争戦略とは，「組織が少数の支持者・組織に依存せずに済むように他組織への資源依存性およ
びタスクの不確実性を管理しようとする戦略である」。②革新戦略とは，「新サービスや新規の資金
調達法を開発することによって直接的な競争を回避しようとする戦略である」。③効率戦略とは，

「効率性の確保に力点を置き，事業の組換え等を注意深く行い，組織の存続を確保しようとする戦
略である」。例として「組織外部の支持を維持・増進するための PR 活動」が挙げられている。PR
活動の究極的な目的は，資金を調達するための活動である。そして④協調戦略とは，「より安定的
で予測可能な環境を自ら作り出す。すなわち，タスクの不確実性自体を削減するための戦略であ
る」。例として「資金の調達等に関する協力活動」が挙げられている。いずれの経営戦略にも資金
調達がかかわっている。つまり，非営利組織を継続させるための経営努力は，資金調達（収益の獲
得）が重要な役割を担っていることが理解できる10)。

3 非営利組織の成果
Drucker［1990］では，「非営利組織には成果や結果を重視しない傾向がある。しかし営利企業

に比べ非営利組織では，成果や結果ははるかに重要であり，しかもその測定とコントロールはずっ
と困難である」（Drucker［1990］, p. 107;上田・田代［1991］, p. 133）と述べられている。このよう
に非営利組織の成果を評価することは困難であるが，重要であると考えられている。そこで，アン
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ソニー報告書（Anthony［1978］）11)と田尾・吉田［2019］の記述に注目する。まず前者について
は，アンソニー報告書で明らかにされた財務情報利用者の4つの情報ニーズの1つである「提供し
たサービスのコスト」に注目する。後者については，非営利組織の会計の役割について論じた第4
章第5節の記述に注目する。田尾・吉田［2019］は，非営利組織の組織論について記された著書で
ある。そこではサービスの提供と会計上の費用の関係が述べられている。

⑴ アンソニー報告書「提供したサービスのコスト」と成果の関係性
アンソニー報告書では「ほとんどの組織では，さまざまなプログラムへの支出額は財務情報利用

者にとって重要な情報である」（Anthony［1978］, p. 51）と述べられている。そして，「市民は，道
路と比較して，政府がレクリエーション施設に費やす金額に関心がある」（Anthony［1978］, p. 51）
と述べられている。例えば「寄付予定者は，運動競技に関するプログラムと比較して，大学が図書
館に費やす金額に関心がある」（Anthony［1978］, p. 51）。また「資源提供者は，①管理，②資金調
達，および③さまざまなプログラムの総支出に占める割合に関心がある可能性がある」（Anthony

［1978］, p. 51）と述べられている。
さらにアンソニー報告書では，「プログラムに費やされた金額は，提供されるサービスの量また

は質を必ずしも測定するものではないが，さまざまな活動の相対的な規模のいずれかを，上記の使
用法（プログラムに費やした金額）に照らすことによって十分に信頼できる方法で測定される」

（Anthony［1978］, p. 51；括弧内は筆者）と述べられている。つまり，非営利組織の費用は，他の
プログラム等との相対的規模を測ることで成果として評価することが可能だということである。ま
た，非財務情報（事業報告書などの活動実績）と費用との比較による成果確認も可能であるという
ことである。

アンソニー報告書には，上記の他に時間拘束に関する記述もある。それは「財務情報利用者は，
現在の期間のプログラムによる支出に関する情報に加えて，時間の範囲（time dimension）を持つ
プログラムの支出情報も必要とする」（Anthony［1978］, p. 51）との記述である。これは，非営利
組織の成果として，世代間の衡平性が保たれているかというものである。アンソニー報告書では，
財務情報利用者は「将来の有権者に提供されるサービスとは対照的に，現在の有権者が公平な量の
サービスを受けるかどうかを知る必要がある」（Anthony［1978］, pp. 51-52）。したがって「将来の

10) ただし，小島［2002］では「①競争戦略と④協調戦略は対極をなす重要な2つの類型である」（小島［2002］,
p. 196）と述べてられている。協調戦略の下では，特定の組織に資金調達を集中させることで，資金調達努力に
割く時間と労力が節約できる。しかし，資源の依存先が集中すると，組織の活動やその内容が「資源提供者によ
る圧力等によって促進される。協調戦略が成功するためには，組織間の取り決めが双方の組織に同等の義務を課
すとともに，双方の組織のスタッフの不確実性を削減するものでなければならない」（小島［2002］, p. 196）と述
べられている。この点は，財務諸表本体ではなく，注記情報やその他の情報に照らしての判断が必要だと考えら
れる。

11) FASB が非営利組織会計概念フレームワーク作成に着手する前段階として，ハーバード・ビジネススクールの
ロバート. N. アンソニー教授に非営利組織会計の現状調査を依頼している。ここでいうアンソニー報告書とは，
その調査結果をまとめたものである。アンソニー報告書では財務情報利用者の情報ニーズとして，①財務的生存
力，②使途指令への準拠性，③管理者の管理業績，および④提供したサービスのコストの4つが挙げられている

（Anthony［1978］, p. 48）。この点については日野［2018］で検討している。
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使用のために資源を確保するサービス提供主体は，現在の受益者に適切な量のサービスを提供して
いない可能性がある。これは『世代間の衡平性』への問いかけと呼ばれる」（Anthony［1978］, p.
52）と述べられている。

これは決して当期に獲得した資源だけで，当期のサービス提供を行うことを主張するものではな
い。非営利組織は，過去に蓄えた資源と当期に獲得した資源を世代間に衡平配分しなければならな
いということである。つまり，適正な将来サービス提供計画が必要であるということである。

以上のようにアンソニー報告書において，提供したサービスのコスト，つまり費用の項目と金額
は，非営利組織の努力の成果を評価する財務情報となり得ることが記されている。アンソニー報告
書は，その当時の非営利組織会計を取り巻く環境の実態を調査し報告したものであるため，財務情
報利用者の実態として極めて信憑性の高いものである12)。

⑵ 田尾・吉田『非営利組織論』におけるサービスの提供と費用の関係性
非営利組織の財務情報が必要な理由について，田尾・吉田［2019］では「非営利組織にたいして

お金を提供する人が，そのお金が適切に使われているかどうかをチェックするため」（田尾・吉田
［2019］, p. 109）と述べられている。その理由は，資源提供者の非営利組織への期待にある。田尾・
吉田［2019］では「配当金やキャピタルゲインを期待しないお金の提供者は，いわば贈与者である
が，それらの人も何も期待せずに贈与するわけではない」（田尾・吉田［2019］, p. 109），「期待を裏
切らないお金の使い方がなされているかどうかのチャックをするために，会計情報が求められる」

（田尾・吉田［2019］, p. 110）と述べられている。つまり，資源提供者は，自分が提供した資源が社
会に役立てられている様子を確認したいと望んでいるということである。

また，これから資源提供を考えている組織や個人について田尾・吉田［2019］では，「お金を提
供するかどうかの判断をしようとする人が，自分が期待する活動がなされるかどうか，自分のお金
が適切に，できれば有効に使われるかどうかを見極めるために，会計情報を求めるであろう」（田
尾・吉田［2019］, p. 110）とも述べられている。

かくして田尾・吉田［2019］では，「託されたお金が適正に使われたかどうか，妥当な活動が行
われたかどうかが，少なくともお金を尺度として量的にチェックすることができる」（田尾・吉田

［2019］, p. 110）と述べられている。つまり，事業報告書などの非財務情報に費用を照らすことで，
非営利組織の活動成果が評価できるということである。

4 非営利組織の純利益と財務業績
非営利組織の活動と使命は，社会に望まれるサービスを提供することである。そしてその行動は

決して利益追求を目的としたものではない。したがって，非営利組織の業績を評価する際に純利益
を用いることは適切ではないと考えられている。しかし，これまで検討してきたように，収益が努
力で費用がその成果だとすれば，純利益にも一定の意味があると考えられる。例えば，努力により
獲得した収益を，成果の発揮としてサービス提供に費やした結果の差額が純利益である。これがゼ

12) アンソニー報告書は 1978 年当時のアメリカにおける非営利組織会計の現状を調査した報告書であり，非営利
組織会計研究にとって重要な意義を持つ。このことについては，日野［2016］, pp. 47-48 でも検討しているが，
詳細については池田［2007］, pp. 87-119 で検討されている。
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ロに近似している場合は，存分に成果を上げることができたと考えられる。つまり，純利益ゼロを
「良」として，評価することができる。

しかし，例えば決算直前に多額の寄付を獲得した場合は，それはもう当該会計期間で使用するこ
とはできず，純利益として計上される。また，組織の将来を見据えで，会計期間を通じて，当該年
度に提供するサービスの額以上に収益を獲得できた場合も，純利益として計上される。この純利益
はこれまでに検討してきたように，後の期間においてサービスの提供を行うための資源を確保でき
たことを意味する。将来のサービス提供資源確保のための努力であったといえる。

非営利組織の純利益は，ゼロ近似であればサービスの提供を存分に行い成果を上げたと評価し，
多額の純利益の獲得は将来のサービス提供資源の確保ができたと評価する。この両面が存在すると
考えられる。ただし後者の場合は，サービス提供資源処分計算書を作成し，将来を見据えた資源獲
得努力が実ったことを明らかにすることで社会的承認を得ることになる。このように考えると，非
営利組織の純利益は財務業績を評価するための指標として使用することが可能となる。そして以上
のように，非営利組織会計における純利益計算の意義が共通認識されれば，純利益計算に重きがお
かれる企業会計の立ち位置から，非営利組織会計を眺めることから生じる非営利組織会計の混迷
を，克服することができるであろう。

おわりに

本稿では，非営利組織における純利益測定の意義について検討を行った。第1章では，会計観と
して収益費用アプローチにより計算された非営利組織の純利益は，非営利組織が提供すべき4つの
情報の内の3つと関係を密にする情報であることが明らかになった。ただし，非営利組織が純利益
を獲得した場合は「サービス提供資源処分計算書」（仮称）を作成し，説明する必要がある。

第2章では，純利益情報の意思決定有用性について検討を行った。非営利組織の財務情報利用者
は，純利益情報とサービス提供資源処分計算書で開示された情報により，社会のために利益を獲得
し，社会のために奉仕する当該組織の覚悟の程を評価する。そしてその結果により，資源提供意思
決定を行うことが可能になることを明らかにした。

第3章では，非営利組織会計の役割について検討を行った。ここでは演繹的考察により非営利組
織会計の役割は情報提供機能であるとした。そして，非営利組織会計の情報提供機能は当期純利益
計算に基づく信頼性基軸情報であることを明らかにした。

そして第4章では，純利益の測定と非営利組織の業績評価について検討を行った。ここでの検討
は，企業会計の分野で共通認識されている「純利益を測定し，意思決定に有用な情報を提供する」
という会計の目的が，非営利組織にも当てはまることの証明であった。換言するとそれは，営利企
業の業績が利益で評価されるように，非営利組織の業績も利益で評価されるといえることの証明で
あった。結果として，非営利組織にとっての努力とは収益の獲得であり，成果とは提供したサービ
スの費用であるということが確認された。そして，その差額である純利益に関する情報は，サービ
ス提供資源処分計算書による情報と伴に業績評価情報となり得ることを明らかにした。

本稿では，①非営利組織が提供すべき情報，②意思決定有用性，③会計の役割，および④業績評
価の観点から考察を行った。結論は，純利益情報は非営利組織の財務情報利用者の意思決定に有用
であり，業績評価情報になり得るということである。

非営利組織における純利益測定の意義 47



しかし，FASB の会計概念は純利益ではなく，それに代わる概念として純資産の変動という用語
を用いている。また，純資産に関しても資本剰余金と利益剰余金を区別する概念ではなく，純資産
を拘束により分類する概念になっている。アンソニーは純資産の変動概念と拘束概念では，純利益
の測定が正しく行えないと FASB 非営利組織会計概念を批判している。FASB の拘束概念は，受
託責任や財務的弾力性の観点から，極めて重要な概念である。純利益の測定と同等，あるいはそれ
以上に重要な概念であると考えられる。別の稿で新たな拘束概念と純利益計算法の提案（日野

［2019a］・［2019b］）を行っているが，今後はこれらの研究成果をさらに深化させたいと考えてい
る。
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資料 福岡市管轄 認定NPO法人の収支差額（純資産増減）の推移
出所）認証が最も古いものから 50 の組織（1999 年4月～2002 年3月）を抽出し，福岡市に情報公開請求

を行った。50 団体すべての過去 10 年間の書類となると膨大なものとなるため，福岡市との協議で 20
団体とした。

なお，図表3には，最大純利益と最大純損失の差額幅が近似している中間層の，6・7・10・12・
20 番の5団体を抽出して作成している。利益規模の異なりが大きいと，折れ線グラフでは各団体の
違いが見えにくいためである。

⑴ グラフ（図表3）に使用した団体のデータ

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 差額幅
6 5,961 857,664 351,246 -1,821,692 -834,062 862,005 11,616 944,684 17,127 8,681 2,766,376
7 308,682 -2,577,466 559,370 -88,639 844,422 216,468 -1,314,122 1,490,190 1,234,583 470,348 4,067,656

10 76,317 277,874 1,495,036 1,792,906 -194,494 -926,904 402,043 960,228 -1,537,726 -953,508 3,330,632
12 1,659,670 796,577 983,153 -431,909 -811,277 -624,718 2,369,765 -2,002,800 2,542,790 -552,090 4,545,590
20 710,011 -730,470 -1,124,237 -941,264 -551,292 -82,704 -176,214 2,007,735 -17,223 43,895 3,131,972

⑵ 福岡市に情報公開請求を行った 20 団体のデータ

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1

収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額
7,074,023 5,420,478 16,149,964 14,522,139 1,574,189 -1,503,808 -22,696,311 1,354,216 -2,659,650 4,004,018
純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産

48,878,842 57,299,320 112,562,177 87,971,423 89,600,236 88,041,804 65,345,493 66,699,709 64,040,059 68,044

2

収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額
283,655 -1,702,821 -79,446 643,666 -1,639,387 -102,719 -963,865 -156,911 -450,189 -379,296

純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産
8,898,681 7,195,860 7,116,414 7,760,080 6,120,693 6,017,974 5,054,109 4,497,095 4,041,906 3,667,610
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3

収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額
4,871,645 4,594,699 9,221,352 1,847,376 -14,119,001 1,125,821 2,517,175 6,855,493 -72,652,186 -22,121,770
純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産

54,336,347 58,946,046 68,167,398 54,336,347 70,014,774 67,178,989 69,696,164 76,551,657 3,899,471 -18,222,299

4

収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額
-713,879 719,836 14,073 451,353 604,686 -93,954 -107,519 443,578 -242,457 -273,728
純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産
-379,475 343,361 357,434 808,787 1,413,473 1,319,519 1,212,000 768,422 525,965 252,237

5

収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額
877,779 473,466 -159,731 -83,071 -43,786 -46,928 -181,715 142,507 -58,988 -96,418

純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産
3,460,635 3,934,101 4,774,370 3,943,653 3,899,867 4,320,579 3,701,224 3,843,731 3,784,743 3,688,325

6

収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額
5,961 857,664 351,246 -1,821,692 -834,062 862,005 11,616 944,684 17,127 8,681

純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産
2,282,776 3,146,440 3,497,686 1,675,994 841,932 1,703,937 1,715,553 2,660,237 2,677,364 2,681,045

7

収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額
308,682 -2,577,466 559,370 -88,639 844,422 216,468 -1,314,122 1,490,190 1,234,583 470,348

純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産
9,528,113 6,950,647 7,510,017 9,557,880 10,402,302 10,618,770 9,304,648 7,814,458 9,049,041 9,519,389

8

収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額
3,503,039 5,910,899 4,331,983 4,421,897 1,428,319 2,463,780 1,343,244 1,839,353 1,196,734 1,308,372
純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産
1,017,257 6,958,156 11,290,139 15,712,036 17,140,355 19,604,135 20,947,379 22,786,732 23,983,466 25,291,838

9

収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額
-97,397 139,677 -35,972 -67,384 72,355 23,191 -21,980 16,345 -92,736 -4,169

純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産
508,271 647,948 611,976 544,592 616,947 640,138 618,158 601,813 509,077 504,908

10

収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額
76,317 277,874 1,495,036 1,792,906 -194,494 -926,904 402,043 960,228 -1,537,726 -953,508

純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産
2,088,389 2,366,263 3,861,299 5,654,299 5,459,205 4,532,807 4,934,850 5,895,078 4,357,352 3,403,844

11

収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額
8,994,567 -209,706 7,313,672 -1,961,709 -1,922,328 -1,821,246 3,999,535 1,321,870 -4,403,523 -602,930
純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産
15,056,178 14,265,884 21,579,556 19,617,847 17,625,519 15,804,273 19,803,808 21,125,678 16,722,155 16,119,225

12

収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額
1,659,670 796,577 983,153 -431,909 -811,277 -624,718 2,369,765 -2,002,800 2,542,790 -552,090
純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産
-110,000 686,342 1,624,495 1,192,586 381,309 -243,409 2,126,356 123,556 2,666,346 2,114,256

13

収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額
16,389 204 -106,994 -166,973 11,284 -35,185 66,660 -117,282 -91 -199,763

純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産
-361,568 -361,364 -468,358 -635,331 -624,047 -659,232 -592,572 -709,854 -709,763 -908,861

14

収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額
0 0 0 0 0 0 0 77,600 79,200 34,400

純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産
0 0 0 0 0 0 37,000 114,600 193,800 228,200

15

収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額
-239,358 -1,726,497 -1,957,410 -748,393 250,984 -530,048 -925,997 -1,199,292 274,962 567,400
純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産

12,563,652 10,837,155 8,879,745 8,131,352 8,382,336 7,852,288 6,926,291 5,726,999 6,001,961 6,569,361

16

収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額
4,173,852 759,606 1,114,413 2,392,519 4,004,039 -2,467,071 -3,529,957 3,309,567 8,510,834 -5,614,355
純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産

18,993,240 19,752,846 20,867,259 23,259,778 27,263,817 27,496,746 21,266,789 24,576,356 33,087,190 27,472,835

17

収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額
-984,925 -10,945,350 17,667,112 -2,825,546 297,906 -664,081 9,417 -200,267 799,749 504,825
純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産
-968,424 -11,913,774 5,753,338 2,927,792 3,225,698 2,561,617 2,571,034 2,370,767 3,170,516 3,675,341

18

収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額
88,394 397,545 169,611 180,210 -48,665 29,991 -72,143 -37,541 122,412 -83,891

純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産
-584,388 -186,843 -17,232 162,978 114,313 144,304 72,161 34,620 157,032 73,141
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19

収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額
37,097 3,016 7,638 -799,871 -2,289,299 2,780,806 2,367,399 -298,530 484,855 306,453

純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産
-763,205 -760,189 -752,551 -1,552,422 -3,841,721 -1,060,915 1,306,484 1,007,954 1,492,809 1,799,262

20

収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額 収支差額
710,011 -730,470 -1,124,237 -941,264 -551,292 -82,704 -176,214 2,007,735 -17,223 43,895

純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産 純資産
3,266,401 2,535,931 1,411,694 470,430 -80,862 -163,566 -339,780 1,479,124 1,477,124 1,503,796
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